
除染ロードマップの策定について 

 

 

○これまで、除染については、別添の通り、推進してきている

ところである。 

 

○今般、「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区

域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題につ

いて」（平成 23 年 12 月 26 日 原子力災害本部決定）が公表

された。 

 

○上記を踏まえ、今後、除染を本格的に推進するに際し、除染

特別地域の除染に関する方針、目標、基本的事項のほか、除

染等を行う地域、スケジュール等を定める「除染ロードマッ

プ」を作成することとしたい。 

 

資料５ 


